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9
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総合計画に関する事務

企画政策部 総合政策課

3月
12

月
1月 2月

 総合計画とは、市の目指す将来の姿を明らかにし、これを計画的に実現するための政策の基

本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画です。策定又は改定にあたっては、財政の見通し

と整合を図るとともに、策定又は改定の趣旨を市民に公表し、市議会の議決を経ることによ

り、財政の健全性を確保し、市民主体による自治の推進を図ります。また、行政各分野の個別

計画と整合を図ることで、市の政策を計画的、総合的かつ体系的に推進しています。

 実施計画は、総合計画に掲げる将来の姿を実現するため、具体的な事務事業等を定めた中期

的な実行計画で、策定にあたっては、本市を取り巻く状況について調査・分析を行い、事務事

業の立案等に適切に反映します。

 計画の推進にあたっては、政策等の必要性、効率性、有効性などを評価する行政評価の結果

に基づいた政策等の見直しを行い、それに応じて予算編成することで、市民ニーズに即した効

果的な政策を実施しています。なお、行政評価は、評価の対象となる政策の特性に応じ、学識

経験者による専門的な視点での評価、市民参加による市民ニーズの反映を行うことで、客観的

且つ効果的な政策の実施を目指しています。

 総合計画・実施計画に関する事項について調査審議を行う総合計画審議会は、公募市民、市

域内の公共的団体等の代表者、学識経験を有する者、市の教育委員会及び農業委員会の委員で

構成されています。また、定期的に市民意識調査を実施し、市民の市政に対する満足度や重点

を置くべき政策分野やまちづくりに対する意見等を把握し、計画の基礎資料として活用してい

ます。調査項目は市民意識の変化を捉えられるように固定を原則として、必要に応じて見直し

要否等を検討することとしています。

4月 5月 6月 7月 8月 9月
10

月

11

月

行政評価 政策等への反映 事務作業全般
実施計画2025事業の見直し（レビュー） 事務作業全般

総合計画審議会 会議開催 審議会
公募市民選考 審議会

実施計画2030 策定作業 事務作業全般
実施計画2030 市民との意見交換 パブコメ等市民参加
実施計画2030 パブリックコメント パブコメ等市民参加
総合計画審議会 資料調整・発送、会議録対応 事務作業全般



あり

・茅ヶ崎市自治基本条例

第18条 市は、市の目指す将来の姿を明らかにし、これを計画的に実現するため、この条

例の趣旨にのっとり、政策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画(以下「総合計

画」という。)を定めなければならない。

2 総合計画は、次条第3項に規定する財政の見通しと整合を図って策定され、又は改定さ

れなければならない。

3 行政の各分野における政策を体系的に定める計画は、総合計画と整合を図って策定さ

れ、又は改定されなければならない。

4 市⾧は、総合計画の策定又は改定に着手するときは、その趣旨を公表しなければならな

い。

5 市⾧は、総合計画の進行を管理し、その進行状況を公表しなければならない。

6 政策は、法令の規定によるもの、緊急を要するもの又は著しい社会情勢の変化によるも

のを除き、総合計画に根拠を有するものでなければならない。

第20条 市⾧等は、効果的かつ効率的な行政運営を推進するため、政策について評価を実

施しなければならない。

2 市⾧等は、前項の評価の結果を政策に反映させるものとする。

3 市⾧等は、評価しようとする政策の特性に応じて、市民及び学識経験を有する者による

評価の仕組みを整備しなければならない。

4 市⾧は、第1項の評価の結果を公表しなければならない。



1 ■ ■ ■ ■
2 ■
3 ■
4 ■
5 ■ ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

施政方針事務

企画政策部 総合政策課

 市議会第1回定例会において、行政運営の基本方針となる、市⾧の市政運営に対する基本

的な考え方や予算案及び施策の概要を示す施政方針を公表することで、市民への説明責任

を果たすとともに、市民との情報共有を図ります。

記者会見 周知・広報

9月
10

月

11

月

施政方針内容協議 検討
庁議 庁内調整・会議

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

施政方針演説 議会対応
公表（市HP・広報紙） 周知・広報



あり

・自治基本条例

第10条第4項 市⾧は、毎年度、行政運営の基本方針を定め、これを公表しなければなら

ない。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

運営に関する問い合わせ対応 相談・問合せ対応
個別計画の進行管理及び附属機関等の運営状況調査・公表 統計調査・集計

新設・統合・廃止に関する協議対応 相談・問合せ対応

9月
10

月

11

月

要綱・マニュアルの管理 事務作業全般
委員台帳の管理 事務作業全般

さまざまな背景を持つ人たちの経験や知識を市政に反映させるための仕組みのひとつとし

て、附属機関及び懇談会を設置しています。

適正な附属機関及び懇談会の運営のため、附属機関及び懇談会等について、運営に関する

要綱及びマニュアルの管理、各課からの新設・統合・廃止に関する協議対応、運営に関す

る問い合わせ対応を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

附属機関及び懇談会等に関する事務

企画政策部 総合政策課



・地方自治法

第１３８条の４ 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の⾧の外、法律の定めるところに

より、委員会又は委員を置く。

② 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規

則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。

③ 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委

員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、

政令で定める執行機関については、この限りでない。

・茅ヶ崎市附属機関設置条例

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関の設置に関しては、法令又は

他の条例に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 執行機関の附属機関として、別表に掲げるものを置く。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、執行機関の規則その他の

規程で定める。

・茅ヶ崎市附属機関及び懇談会等の設置及び会議の公開等運営に関する要綱

(定義)

第2条 この要綱において「附属機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定によ

り、調停、審査、諮問又は調査を目的として法律又は条例の定めるところにより設置するもの(当該附属機関に

部会、分科会等が設けられている場合は、当該部会、分科会等を含む。以下同じ。)をいう。

2 前項の附属機関は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市職員以外の者が参加するもの

(2) 調停、審査、諮問又は調査を行うもの

(3) 合議体(定足数、議決方法、⾧の選任その他必要な事項を規定し、会議において審議又は協議した結果及び

意見を取りまとめ、本市の諮問に対する答申及び施策等に対して具申等を行うものをいう。)として一定の結論

(両論併記を含む。)を導き出すもの

3 この要綱において「懇談会等」とは、行政運営上の参考とするため、市民や有識者等(以下「市民等」とい

う。)から意見や助言を聴取し、又は市民等との意見交換を行うことを主な目的として法律又は条例の規定に基

づかず、規則又は要綱(以下「規則等」という。)の定めるところにより本市が設置する懇談会、懇話会、研究会

等附属機関に類する機関であって意思決定を伴わないものをいう。ただし、次の各号に掲げるものを除く。

(1) 本市職員のみを構成員とするもの

(2) 本市職員の研修、研究等を主な目的とするもの

(3) 他の地方公共団体又は関係機関等の連絡調整を目的として設置するものであって本市の機関内部に事務局

が置かれているもの

(4) 特定の事業又は業務を実施するために組織する実行委員会等

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■
4 ■ ■ ■
5 ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

「公共施設等の利用案内」内容調整 庁外調整・会議
「公共施設等の利用案内」配布 周知・広報

「公共施設等の利用案内」内容調整 庁内調整・会議

9月
10

月

11

月

行政境界に関する検討・調整（随時） 庁外調整・会議
地区住民等との意見交換・情報共有（随時） 庁外調整・会議

 湘南ライフタウン地区（茅ヶ崎市堤の一部、藤沢市遠藤の一部）は、昭和40年代から平

成4年までの土地区画整理事業による市街地整備後に、行政境界を街区に合わせた形状へと

変更する予定でしたが、さまざまな課題によって藤沢市との合意に至らずに現在も行政界

に関する協議を継続しています。

 本事業は、⾧期間にわたって行政界が定まらない同地区について、その特性から必要と

なる行政サービスに係る行政協力や連携に係る検討、藤沢市との調整を随時行いつつ、状

況に応じて行政界の協議を行うものです。

 また、同地区に居住する茅ヶ崎市民に対して、藤沢市が提供する行政サービス内容をま

とめた「公共施設等の利用案内」を年1回、両市で作成・配布するとともに、市ホームペー

ジに掲載しています。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

ライフタウン市境事務

企画政策部 総合政策課



・地方自治法

第7条第1項 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道

府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け

出なければならない。

同条第6項 第一項及び前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の

議会の議決を経なければならない。

・土地区画整理法

第3条第4項 都道府県又は市町村は、施行区域の土地について土地区画整理事業を施行す

ることができる。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■
4 ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

関連する取り組みの更新 事務作業全般
関連する取り組みの進捗状況の確認 庁内調整・会議

9月
10

月

11

月

国や県の動向の把握（随時） 庁外調整・会議
関連課かいとの情報共有（随時） 庁内調整・会議

 本市では、自然災害全般を対象として、本市の地域の強靭化に資するハード・ソフトに

係る取り組みを体系的に整理し、国庫補助金等の財源も確保しながらさらに効果的に実施

していくため、令和5年3月に「茅ヶ崎市国土強靭化地域計画」を策定しました。

 本計画に位置付けている様々な取り組みは、大規模自然災害が起こるより以前に、発災

時を意識して着実に推進することが重要です。そのため、平常時の施策・事業の実施に係

る手続きと、本計画の推進を関連付けて進捗管理を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

国土強靭化地域計画事務

企画政策部 総合政策課



・強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法

（基本理念）

第2条 国土強靱化に関する施策の推進は、東日本大震災（平成23年3月11日に発生した東

北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。）から得られ

た教訓を踏まえ、必要な事前防災及び減災その他迅速な復旧復興に資する施策を総合的か

つ計画的に実施することが重要であるとともに、国際競争力の向上に資することに鑑み、

明確な目標の下に、大規模自然災害等からの国民の生命、身体及び財産の保護並びに大規

模自然災害等の国民生活及び国民経済に及ぼす影響の最小化に関連する分野について現状

の評価を行うこと等を通じて、当該施策を適切に策定し、これを国の計画に定めること等

により、行われなければならない。

（地方公共団体の責務）

第4条 地方公共団体は、第2条の基本理念にのっとり、国土強靱化に関し、国との適切な

役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に

策定し、及び実施する責務を有する。

（国土強靱化地域計画）

第13条 都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図

るため、当該都道府県又は市町村の区域における国土強靱化に関する施策の推進に関する

基本的な計画（以下「国土強靱化地域計画」という。）を、国土強靱化地域計画以外の国

土強靱化に係る当該都道府県又は市町村の計画等の指針となるべきものとして定めること

ができる。

（国土強靱化地域計画と国土強靱化基本計画との関係）

第14条 国土強靱化地域計画は、国土強靱化基本計画との調和が保たれたものでなければ

ならない。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
11 ■
12 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
13
14
15

スギホールディングスとの包括連携に関する調整 庁外調整・会議
その他民間事業者等との連携に関する総合調整 庁外調整・会議
連携実績の取りまとめ 統計調査・集計
公民連携推進デスクの運用・総合調整 庁外調整・会議

関東学院大学「地域創生持論」への講師派遣・資料作成 庁外調整・会議
慶應義塾大学SFC研究所との連携に関する調整 庁外調整・会議
文教大学との包括連携に関する調整 庁外調整・会議
神奈川大学との連携に関する調整 庁外調整・会議
湘南ベルマーレとの包括連携に関する調整 庁外調整・会議

関東学院大学との包括連携に関する調整 庁外調整・会議

9月
10

月

11

月

あいおいニッセイ同和損保との包括連携に関する調整 庁外調整・会議
郵便局との包括連携に関する調整 庁外調整・会議

 包括連携協定とは、地域が抱える課題に対して、市と民間企業等とでお互いの強みを活

用して、解決を目指す協定で、特定の分野に限ることなく、幅広い分野で連携し取り組む

協定です。

 茅ヶ崎市公民連携推進デスクを設置して、多様な主体と各課かいとの連携ニーズを掘り

起こし、新たな公民連携の実現や新たな協定の締結に向けて必要な調整を行うとともに、

既に協定を締結した民間企業や大学等の民間主体が有するさまざまな資源を活用して、市

の課題解決や地域の活性化に取り組みます。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

包括連携協定を切り口とした公民連携促進事業

企画政策部 総合政策課



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

政策的な調整に関する事務

企画政策部 総合政策課

 社会が成熟する中、多様化・複雑化する地域課題の解決に向けて、周辺自治体をはじめ

とした他の自治体との連携強化や民間活力の活用など、課題解決に向けた取り組みを推進

するため、特定の政策課題についての調査研究及び調整を行います。

9月
10

月

11

月

調査研究及び調整（随時） 事務作業全般

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

地域再生計画・地方創生関連交付金 調整 事務作業全般
総合戦略の進行管理 事務作業全般

9月
10

月

11

月

国や県の動向把握（随時） 庁外調整・会議
関連課かいとの情報共有（随時） 庁内調整・会議

 茅ヶ崎市デジタル田園都市構想総合戦略は、まち・ひと・しごと創生法に定める市町村

まち・ひと・しごと創生総合戦略であり、人口減少、少子高齢社会において、本市が多様

な主体の共創により活力あるまちとなるよう、将来都市像と将来都市像を達成するための

基本目標と主な取り組みを定めています。

 市町村は、国と県のまち・ひと・しごと創生総合戦略を勘案して、地域の実情に応じた

まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定・改訂に努めることとされています。国と県の動

向を注視し、必要に応じて、策定・改訂を行います。

 また、総合戦略に基づく地域再生計画の策定及び地方創生関連の交付金活用などを行う

ことで、本市におけるヒト・モノ・カネの流動性を高めてまちの元気・活力を生み出し、

本市が持続可能なまちとなるための取り組みを推進します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

デジタル田園都市構想総合戦略に関する事務

企画政策部 総合政策課



・まち・ひと・しごと創生法

第10条 市町村（特別区を含む。以下この条において同じ。）は、まち・ひと・しごと創

生総合戦略（都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略が定められているときは、まち・

ひと・しごと創生総合戦略及び都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略）を勘案して、

当該市町村の区域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的

な計画（次項及び第三項において「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。）

を定めるよう努めなければならない。

・地域再生法

第5条 地方公共団体は、単独で又は共同して、地域再生基本方針に基づき、内閣府令で定

めるところにより、地域再生を図るための計画（以下「地域再生計画」という。）を作成

し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。

第13条の2 法人が、認定地方公共団体に対し、認定地域再生計画に記載されているま

ち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附をしたときは、当該法人に対する道府

県民税、事業税及び市町村民税並びに法人税の課税については、地方税法（昭和二十五年

法律第二百二十六号）及び租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）で定めるとこ

ろにより、課税の特例の適用があるものとする。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

企業版ふるさと納税マッチング支援業務 事務作業全般
企業版ふるさと納税マッチング支援業務の契約 事務作業全般

9月
10

月

11

月

まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の発信 周知・広報
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の拡充（随時） 庁内調整・会議

 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）は、茅ヶ崎市地域再生計画に位置付けた「ま

ち・ひと・しごと創生寄附活用事業（茅ヶ崎市まち・ひと・しごと創生推進事業）」に対

して、本市に本社を有しない企業から行われた寄附を指します。

 市の寄附対象事業をホームページで情報発信するとともに、担当課から企業へ直接的に

営業を行うなど、企業の興味が深い分野について、事業提案を行います。

 また、民間企業の「企業版ふるさと納税マッチングサービス」を活用します。企業への

配布パンフレットの作成やダイレクトメールの送信、営業、寄附受領後のアフターフォ

ローなどを代行するサービスを活用し、民間の強みやノウハウを生かしたブッシュ型のア

プローチにより企業版ふるさと納税が促進されるよう取り組みます。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

企業版ふるさと納税活性化事務

企画政策部 総合政策課



・地域再生法

第5条 地方公共団体は、単独で又は共同して、地域再生基本方針に基づき、内閣府令で定

めるところにより、地域再生を図るための計画（以下「地域再生計画」という。）を作成

し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。

第13条の2 法人が、認定地方公共団体に対し、認定地域再生計画に記載されているま

ち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附をしたときは、当該法人に対する道府

県民税、事業税及び市町村民税並びに法人税の課税については、地方税法（昭和二十五年

法律第二百二十六号）及び租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）で定めるとこ

ろにより、課税の特例の適用があるものとする。

・まち・ひと・しごと創生法

第10条 市町村（特別区を含む。以下この条において同じ。）は、まち・ひと・しごと創

生総合戦略（都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略が定められているときは、まち・

ひと・しごと創生総合戦略及び都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略）を勘案して、

当該市町村の区域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的

な計画（次項及び第三項において「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。）

を定めるよう努めなければならない。

・地方自治法

第241条第1項 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財

産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができ

る。

同条第8項 第二項から前項までに定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事

項は、条例でこれを定めなければならない。

・茅ヶ崎市まち・ひと・しごと創生基金条例

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■
4 ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

企業版ふるさと納税による寄附金の採納及び基金管理事務

企画政策部 総合政策課

 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）は、茅ヶ崎市地域再生計画に位置付けた「ま

ち・ひと・しごと創生寄附活用事業（茅ヶ崎市まち・ひと・しごと創生推進事業）」に対

して、本市に本社を有しない企業から行われた寄附を指します。

 当該事業を積極的に発信し、企業版ふるさと納税による寄附金を幅広く募集します。

 いただいた寄附金は当該事業の財源として充当するとともに、必要に応じて、まち・ひ

と・しごと創生基金に積み立て、同基金の適正な管理と処分を行います。

茅ヶ崎市まち・ひと・しごと創生基金の積み立て・処分 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

企業版ふるさと納税の寄附採納 事務作業全般
茅ヶ崎市まち・ひと・しごと創生基金の管理 事務作業全般

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

茅ヶ崎市まち・ひと・しごと創生基金繰入金の充当（当初予算） 伝票処理・契約事務



あり

・地域再生法

第5条 地方公共団体は、単独で又は共同して、地域再生基本方針に基づき、内閣府令で定

めるところにより、地域再生を図るための計画（以下「地域再生計画」という。）を作成

し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。

第13条の2 法人が、認定地方公共団体に対し、認定地域再生計画に記載されているま

ち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附をしたときは、当該法人に対する道府

県民税、事業税及び市町村民税並びに法人税の課税については、地方税法（昭和二十五年

法律第二百二十六号）及び租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）で定めるとこ

ろにより、課税の特例の適用があるものとする。

・まち・ひと・しごと創生法

第10条 市町村（特別区を含む。以下この条において同じ。）は、まち・ひと・しごと創

生総合戦略（都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略が定められているときは、まち・

ひと・しごと創生総合戦略及び都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略）を勘案して、

当該市町村の区域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的

な計画（次項及び第三項において「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。）

を定めるよう努めなければならない。

・地方自治法

第241条第1項 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、特定の目的のために財

産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金を設けることができ

る。

同条第8項 第二項から前項までに定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事

項は、条例でこれを定めなければならない。

・茅ヶ崎市まち・ひと・しごと創生基金条例



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

国・県の施策・制度・予算に関する要望

企画政策部 総合政策課

 本市の意見を国や県の予算編成等に反映させ、都市行政における課題や緊急を要する問

題等への対応・解決を図るため、神奈川県市⾧会を通じて国・県へ要望活動を行います。

 また、本市独自の要望活動として、各政党県議会議員団のヒアリングにおいて本市独自

の要望書を提出し、本市特有の課題の解決を図ります。

 その他、本市に重大な危機事態が発生した場合は、国や県に緊急で要望すべき事項を庁

内でとりまとめ、神奈川県市⾧会を通じて要望してまいります。

政党への要望活動（本市） 事務作業全般

9月
10

月

11

月

国への要望活動（神奈川県市⾧会） 事務作業全般
県への要望活動（神奈川県市⾧会） 事務作業全般

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

緊急要望活動（重大な危機事態発生時） 事務作業全般



あり

自治基本条例

第29条 市は、共通する課題を解決し、又は市民により良い公共サービスを提供するた

め、国及び他の地方公共団体と連携し、又は協力するよう努めなければならない。



1 ■ ■ ■
2 ■ ■ ■
3 ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■
7 ■
8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
9 ■ ■
10
11
12
13
14
15

広報紙掲載 周知・広報

事務研究部会の調整 庁外調整・会議
旅券発給事務 申請等受付
事務局職員に関する協定書の作成 伝票処理・契約事務
負担金支払い 伝票処理・契約事務
市町村振興協会助成事業に関する調整 事務作業全般

幹事会の調整 庁外調整・会議

9月
10

月

11

月

定例会の調整 庁外調整・会議
連携懇談会の調整 庁外調整・会議

 藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町の２市１町で、住民サービスの向上、地域の活性化、行政の

合理化、効率化を目指し、湘南広域都市行政協議会を設立し、各市町から１名ずつ専従職

員を派遣して、旅券発給事務、専門部会及び分科会での取り組みを行っています。専門部

会のうち、事務研究部会は各市町の企画担当部門の職員から構成され、２市１町に共通す

るさまざまな課題について調査研究を行います。

 また、湘南広域都市行政協議会事務局では、市町村振興協会の助成事業について、市町

村振興協会への交付申請・実績報告を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

湘南広域都市行政協議会事務

企画政策部 総合政策課



・地方自治法

(協議会の設置)

第２５２条の２の２ 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管

理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図

り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普

通地方公共団体の協議会を設けることができる。

２ 普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、

都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届

け出なければならない。

３ 第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならな

い。ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地

方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。

４ 公益上必要がある場合においては、都道府県の加入するものについては総務大臣、そ

の他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、普通地方公

共団体の協議会を設けるべきことを勧告することができる。

５ 普通地方公共団体の協議会が広域にわたる総合的な計画を作成したときは、関係普通

地方公共団体は、当該計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。

６ 普通地方公共団体の協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の⾧

に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

あり



1 ■
2 ■ ■
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

9月
10

月

11

月

検討会議開催 庁外調整・会議
連携事業の進捗管理(報告書作成） 事務作業全般

 茅ヶ崎市・寒川町の住民サービスの向上、事務の効率化及び相互の組織強化・充実を目

指し、「茅ヶ崎市・寒川町広域連携検討会議」を設置しています。会議において「茅ヶ崎

市・寒川町の広域連携に関する基本的な考え方」を取りまとめ、この考え方に基づき広域

連携事業を実施します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

寒川町との広域連携事業

企画政策部 総合政策課



なし



1 ■
2 ■ ■
3 ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

広報紙相互掲載 周知・広報

9月
10

月

11

月

協議会開催 庁外調整・会議
事業報告書の作成 事務作業全般

 両市の交流を目的に、平成１３年２月に平塚市・茅ヶ崎市広域連携推進協議会を発足さ

せ、広報紙の相互掲載や図書館の相互利用、防災訓練の合同開催（須賀地区）等の事業を

行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

平塚市との広域連携事業

企画政策部 総合政策課



なし



1 ■ ■ ■
2 ■ ■
3 ■ ■
4 ■
5 ■ ■
6 ■ ■
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ともに生きる社会かながわパネル展の実施 事務作業全般
知事と市⾧の意見交換会の調整 事務作業全般
広域行政・連携状況調査 統計調査・集計

知事との対話の広場の広報紙掲載 周知・広報

9月
10

月

11

月

湘南地域首⾧懇談会の調整 庁外調整・会議
副知事と副市⾧の意見交換会の調整 事務作業全般

 湘南地域県政総合センター管内の５市３町（藤沢市・茅ヶ崎市・平塚市・伊勢原市・秦

野市・寒川町・大磯町・二宮町）で構成する、連絡調整・情報交換を目的とした湘南地域

市町連絡協議会の会議に関する事務、湘南地域首⾧懇談会・知事と市⾧との意見交換会・

副市⾧と副知事との意見交換会に関する事務を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

広域連携事業（その他）

企画政策部 総合政策課



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

政策調整会議結果報告書の作成 事務作業全般
政策会議結果報告書の作成 事務作業全般

日程調整 事務作業全般

9月
10

月

11

月

資料作成調整 事務作業全般
庁議運営 庁内調整・会議

 庁議は市政の円滑かつ効率的な運営を推進するため、市政の運営方針、重要な施策等を

審議し、又は協議する庁内機関で、庁議の種類は政策会議と政策調整会議があります。庁

議調整事務は、庁議を行うための日程調整、資料作成調整、政策調整会議結果報告書・政

策会議結果報告書の作成を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

庁議事務

企画政策部 総合政策課



・茅ヶ崎市庁議規程

(設置)

第1条 市政の円滑かつ効率的な運営を推進するため、市政の運営方針、重要な施策等を審

議し、又は協議する庁内機関(以下「庁議」という。)を設置する。

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

企画政策部 総合政策課

白浜町等地区みどり・防災確保事業

 白浜町、菱沼海岸、浜須賀にまたがる広大な空間は、昭和30年代から土地所有者である

県及び民間事業者がゴルフ場として利用しており、現在は広域避難場所などの防災機能の

確保や市街地の貴重なみどりの保全等にも寄与し、本市のまちづくりに大きな影響を与え

ています。

 土地所有者による令和8年4月以降の次期利活用にあたり、市は土地所有者の理解のも

と、市民が求める公共・公益機能を確保する最善な手法としてゴルフ場を継続を確認する

とともに、利活用にあたっての方向性として、「茅ヶ崎ゴルフ場区域の利活用に関する考

え方」を令和7年1月に策定しています。

 なお、本考え方に基づく利活用の実現にあたっては、30年にわたって持続的な事業運営

がなされるよう、土地所有者と協力した取組を進める必要があることから、市は必要な支

援を行います。

 また、これに並行して、ゴルフ場運営事業者との間においても、連携・協力した取組を

進めます。

4月 5月

協力金（補助金）の交付決定等 伝票処理・契約事務

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月

運営事業者との連携・協力（随時） 庁外調整・会議

補助金交付要綱に係る調整 庁内調整・会議



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

取り組みの実装 事務作業全般

関係課調整 庁内調整・会議
階層別対話会 庁内調整・会議

12

月
1月 2月 3月6月 7月 8月 9月

10

月

11

月
4月 5月

政策立案・実行できる体制づくり事業

 市の目指す将来の姿を実現するためには、組織及び職員の体制を整えることが非常に重要と

なります。現代は変化の激しい時代とされ、社会・地域課題や市民ニーズはこれまで以上に複

雑化・多様化している一方、本市においても人口減少期に突入し、人財や資源の不足が懸念さ

れるところです。

 時代の変化を着実に捉え、課題を解決し続けること・成果を出し続けることができ、同時に

人財を育てることができる状態を目指し、全庁的な政策立案・実行にあたっての効果的な取り

組みを進めます。

企画政策部 総合政策課



なし


